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藤沢市立学校体育施設予約システム（仮）に係る情報提供依頼（RFI）質問一覧

該当箇所 項目 内容 回答

Ｐ７　４システムの概要

（２）システムの機能

９　利用報告

「施設利用後～確認ができること」

施設利用者が職員様へ報告するという流れの想定で間違いないでしょ

うか。

また、確認ができるというのはどのような形式を想定していらっしゃい

ますでしょうか。

（例、アンケートメール、システムマイページ上での申請、出力された

紙にチェックをつけそれを提出する等）

ご認識のとおり、施設利用者が施設を利用後に、市に対し利用状況な

どを報告するものを想定しています。

また、形式としましては、システムを利用して報告することを想定して

います。

Ｐ３　２　現行の運用及び課題 （１）利用方法
「利用団体が参加する利用調整会議」の開催頻度と、利用団体以外の

参加者の有無をご教示いただけますでしょうか？

現在の運用としては、学校毎に異なりますが、基本的には年１回の開催

となります。また、参加者は学校長、地区に設置されている地区社会

体育振興協議会委員、スポーツ推進委員、利用団体等になります。

Ｐ３　２　現行の運用及び課題 （１）利用方法 学校ごと・地域ごとに利用率の差はございますでしょうか？ 学校ごとに利用率の差があります。

Ｐ３　２　現行の運用及び課題 （１）利用方法
現在利用している利用者台帳はExcelで管理されておりますでしょう

か？

利用団体情報はExcel及び紙ベースで管理しています。なお、団体構成

員の名簿については、紙ベースで管理しています。

Ｐ３　２　現行の運用及び課題 （１）利用方法
「利用申請書」のフォーマットが公開されていれば教えていただけない

でしょうか？
ＨＰにて公開します。

Ｐ４　２　現行の運用及び課題 （１）利用方法
「利用申請書」は学校で受理した後に郵便で市の教育委員会に送られ

る流れでよろしいでしょうか？

学校で受理した後に学校と市役所でやり取りされる庁内メール便で市

の教育委員会へ送付されます。

Ｐ１０　５　情報提供依頼事項 （１２）その他
利用団体・市民に対する施設利用ルール・申請方法の周知手段を教えて

いただけないでしょうか？（チラシ・HP・説明会等）

現在の運用としては、年１回開催される利用調整会議及び市ＨＰへの掲

載により周知しています。

Ｐ４　２　現行の運用及び課題 （２）施設の施錠・解錠

施設の施解錠を行う管理指導員に対して謝礼は支払われますでしょう

か？支払われる場合、令和7年度の総額をご教示いただけますと幸いで

す。

謝礼を支払っています。

令和７年度の総額は14,106,000円です。

Ｐ４　２　現行の運用及び課題 （２）施設の施錠・解錠 施解錠の対象に学校の門扉は含まれますか？ 学校により異なりますが、含まれます。

Ｐ４　２　現行の運用及び課題 （２）施設の施錠・解錠
「学校長の判断により使用している場合」は、利用申請書の提出有無に

寄らずに予約や利用枠が確定するのでしょうか？

ご認識のとおりです。システム導入後は「学校長の判断により使用して

いる場合」も同じシステム上で管理することを想定しています。

Ｐ４　２　現行の運用及び課題 （３）受益者負担の考え方

工程の夜間照明料金等、使用料以外の電気使用料等は徴収しています

か？また将来的に空調料金を徴収するといったケースは想定されます

か？

学校屋外夜間照明設備については使用料を徴収していますが、今回のシ

ステムの対象外となります。また、空調料金については導入に向けた

検討をしています。

Ｐ４　３　実績 （２）利用区分
校庭、体育館それぞれの利用コマ（1時間単位の貸出、午前枠／午後枠

など）の現在のルールを教えていただけないでしょうか？

学校毎に異なっており、１時間単位の学校や夜間１枠の学校もありま

す。

Ｐ７　４ システム概要 （３）前提要件

「団体属性による減免」について、現状どのような属性分けをされてお

りますか？現状していなければ、どのような属性分けを想定されていま

すか？

現在の運用としては無償であるため、属性分けはしていません。想定と

しては、市・学校等の公共団体、福祉関係団体等への減免を想定してい

ます。
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該当箇所 項目 内容 回答

Ｐ７　４ システム概要 （３）前提要件
「施設の一覧表（別紙２）」はRFIの案内ページで公開されています

か？
掲載が漏れていたことから、6/5にＨＰを更新し、掲載しました。

Ｐ１０　５　情報提供依頼事項 （１０）概算費用

オンライン決済システムは、情報提供を行う予約システムと連携可能な

システム提供事業者と藤沢市様が直接契約する形とし、本業務委託契

約とは別契約とする形態であっても問題ないでしょうか？別契約が可

能となる場合、決済システム提

供事業者に対して支払う必要がある初期費用／基本料金については、概

算費用に含める必要がありますでしょうか？

別契約となる形態であっても問題ありません。

参考資料としたいので費用がわかるように提示していただきたいです。

クラウドサービス利用基準チェックリスト
「sports_rfi_20260527_2.xlsx」には2つのシートがありますが、どちら

も記入対象でしょうか？
対応するシステムに応じてどちらかを記載してください。


